
一‾夥ち告示第１７１号

ｔ方自治伍施行令 （９加２２年政令第１６倚）第１６７条の１１第 ２項の規定により 、測ｔ、 嵬築

関Ｗ齟設コンサルタン ト、 土木回係せ築コンサルタン ト、 Ｊ七質調ま、 補償コンサルタント

の各業務 （八下「嵬数、関連業務」 とい う。 ）の指佑競争入札に参加する者に必要な資格を

次のよう に定める。

令加 ６年１２１１６日

一戸Ｆ長　小Ｆ寺　美

１　 Ｆ営せ設工事の指ネ競争入札に参加でき る者

①　指名競争入札に参加できる者は、建鼈関連業務指名競争入社参加資格申請書を社長

にをｍし、資格畜をの結１１資格者とな りせな関連業務指名者名簿にを録された者とす

る。

②　次の各倚に該肖する者は、 特ＳＩ」のミ畆がある場合を除 くほか指名競争入札に参加す

るこ とができ ない。

ア　 精搾の機能の障害によ り建鼈業を適‾をに営むに肖たって心要な認祕、 判觜‾ｋび意

篦、疎亟をｊ！リＪに行う ことができない者

イ　 破え者で復権を得ない者

ウ　 ｊ１方自治法施行令第１６７条の１１第 １項において準ＪＩする回施行令第１６７条の４第２

項の規定によ り指佑競争入札に参加させないこと とされた者

工　 営業に関 しま律上必要とする資格を有していない者


